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              総合科学技術会議 

         第１９回評価専門調査会議事概要（案） 

 

 

日 時：平成１５年１月２１日（火）１０：０１～１１：４２ 

場 所：中央合同庁舎４号館 第３特別会議室 

 

出席者：大山会長、阿部議員、井村議員、黒田議員、松本議員、石田委員、     

江崎委員、大島委員、加藤委員、国武委員、末松委員、鈴木委員、     

谷口委員、鳥井委員、増本委員 

欠席者：吉川議員、寺田委員、鳥居委員、西室委員、藤野委員 

 

議 事：１．競争的研究資金制度の評価について（議題１） 

    ２．総合科学技術会議が必要と認め指定して行う評価について（議題      

２） 

    ３．評価専門調査会（第１８回）議事録について（議題３） 

 

（配付資料） 

資料 1 - 1 競争的研究資金制度評価に関する主要な論点と考え方 

    資料 1 - 2 総合科学技術会議が実施する競争的研究資金制度の評価       

について（案） 

    資料 2 - 1 「大型放射光施設（SPring-8）」の評価指定の適否につ       

いて（案） 

    資料 2 - 2 「国際宇宙ステーション計画」の評価指定の適否につ       

いて（案） 

    資料 3   評価専門調査会（第１８回）議事録（案） 

 

（机上資料） 

○ 国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成１３年１１月２８日）     

○ 科学技術基本計画（平成１３年３月３０日） 

 

 

資料３  
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議事概要： 

 

【大山会長】 

ただいまより、第１９回評価専門調査会を開催いたします。 

 議事に先立ちまして、去る１月６日付で、この評価専門調査会に属する総合

科学技術会議の議員が交替いたしております。紹介させていただきます。 

 私、まず自ら自己紹介をさせていただきます。大山でございます。出身は東

芝で、私のキャリアは半導体部門であります。４０年弱、半導体関係に携わっ

てきまして、そのうち１４年、Ｒ＆Ｄで研究開発に当たり、その後、開発した

ものを持って事業部に移りまして二十数年、現業に携わって参りました。そう

いった現業での経験を是非生かして、皆様方とともに国の科学技術の進歩に貢

献できればと思っています。よろしくご指導を賜りたいと思います。 

 続きまして、阿部議員にお願いいたします。 

 

【阿部議員】 

東北大学におりました阿部でございます。 

 バックグラウンドは機械工学でございます。よろしくお願いします。 

 

【大山会長】 

ありがとうございました。 

 また、当評価専門調査会の会長を、不肖私が拝命いたしました。これから皆

様とともにこの仕事を進めてまいりますので、よろしくご協力をお願いいたし

ます。 

  

議題１：競争的研究資金制度の評価について 

  資料１－１「競争的研究資金制度評価に関する主要な論点と考え方」、資料

１－２「総合科学技術会議が実施する競争的研究資金制度の評価について

（案）」を事務局から説明後、議論が行われた。 

 

【大山会長】 

 ただいま説明のありましたとおり、前回までの議論といったものを、主要な

論点とそれに対する考え方という形で資料１-１でまとめました。また、そうい
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った考え方に基づきまして、評価の実施という行動様式を、資料１－２で説明

させていただきました。 

 大変難しい課題に当委員会が挑戦しているわけで、これから議論に移らさせ

ていただきますけれども、まず、資料１－１でご説明を申し上げました主要な

論点について、ご意見の交換を賜ればありがたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

【増本委員】 

資料１－１と１－２をご説明いただきましたが、今までの議論を十分勘案し

て、妥当な方向を出していると思います。 

 ただ、ここでもう一度おさらいもあって申し上げたいのですが、各制度は各

省庁がいろいろな知恵を絞って今まで随分検討されておられますし、そのおの

おのの価値や成果というのはそれなりにあるということは明らかだとは思いま

す。これらをこの委員会で評価をするということでございますが、競争的資金

制度では研究者の自由な発想が基本にあり、それに対する研究費という制度で

ございますが、その効果として十分成果が得られているか、といういわゆる有

効性を評価することについては、この１－２のところにも書いてあり、その点

はよろしいのですが、１つ若干気になるという点が、資料１－２の２番目の評

価方法のところで、①採択課題・資金配分の状況という非常に短い言葉で書い

てあるところです。これの意味はどういうふうに考えたらよいかが気になりま

す。 

 下の方に書いてある説明には、課題採択や資金配分の部分に「適切な」とい

うのがついています。要するに採択課題を１つ１つ我々がチェックするわけに

は、もちろんここではいかないわけですので、採択の方法とか、採択率とかと

いう、採択状況のようなことを知ることを評価するという意味であると考える

べきで、したがって課題採択と修正する必要がある。 

 また、気になるのは、資料１-１のところの２ページの真ん中あたりに、考え

方として○が３つございまして、その一番最後の３つ目に、成果・効果とあわ

せて、当該制度の目的に即して適切な課題が採択されているかということが述

べています。そうすると、例えば非常に大きな研究費で、課題が本当にこれで

いいのかというようなところまで、この評価専門調査会がするのかという点で

す。私はもっと大きく考えて、むしろ適切な課題が採択されているかどうかと
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いうことよりも、各制度で成果の評価をどのように考えて実施しているのかと

いうところを我々は知って、その評価をどのように反映させているのか、その

後の研究にどのように反映するか、そういうようなところを見る方が適切でな

いかなというふうに考えるのですが。 

 それから、もう１つは、評価の対象が予算の大きいものに限るということで、

これはこれで結構だと思うのですが、ただ、私の一つ心配なのは、むしろ各省

庁が非常に少量のお金の制度がタケノコのように出てきていることであり、し

かも非常に似たものが多くなっている点も若干気になります。 

 私は、議論としては、競争的資金をふやしたいという方向で考えております

ので、小さな規模の制度でも、非常に良い制度であって、これを伸ばした方が

いいのではないかということも、評価に入れていただいて、良い制度ならばそ

れを拡大していくという、そういう提案の評価もあってもいいのではと思いま

す。 

 この２点を申し上げさせていただきます。 

 

【大山会長】 

ありがとうございました。 

 今２つのご指摘があったと思います。１つは採択課題・資金配分と非常に短

絡的に表現してございますけれども、この件まで踏み込むのが適切かどうかと

いうご指摘です。 

 それから、もう１つは、大きな資金制度そのものの運用ばかりではなくて、

かなり小さな資金制度であっても有効なものがあるだろうと、そういった視点

にも目を向けたらどうかというご指摘だと思いますけれども、ぜひご意見を賜

りたいと思います。 

 

【国武委員】 

ただいまの増本先生のご意見の前半の部分でございますけれども、私も基本

的に賛成でございますが、この評価専門委員会が対応しているのは、制度の評

価、研究資金制度が健全であるかどうかということを保証するための評価とい

うのがこの委員会の役割であって、個別の課題の評価には直接立ち入らないと。

原則的にですね。 

 場合によっては、それがどうしても、制度と個別の課題が結びつくというこ



 5 

ともあるとは思いますけれども、基本的にはやはり制度の評価であるという原

点を大事にするということが必要だろうと。 

 そういう意味で、先ほどの、ちょっとこれは誤解が、適切な課題が採択され

ているかどうかと、採択課題という言い方をすると誤解が生じる恐れがあるの

ではないかというところだろうと思います。 

 

【鵜戸口参事官】 

資料の説明の補足をさせていただきます。 

 今ご指摘のところにつきましては、大変ミスリーディングといいますか、表

現が悪かったのかもしれませんが、採択課題・資金配分の状況、非常に簡単に

書いてございますけれども、想定しておりましたのは、個々に採択されている

ものを見ていくという趣旨ではなくて、採択された全体像、その制度としての

目的があるわけでありますけれども、その目的に照らして、採択されたものの

全体像が、その目的を達成するのに適切なような形に、全体としてそういうバ

ランスでもってとられているといった、採択された結果としてのものを意識し

ております。 

 

【大山会長】 

よろしいでしょうか。 

 

【国武委員】 

今のご説明では表現の問題であるということですが、誤解がないような形で

表現していただきたいと思います。 

 

【大山会長】 

増本先生、いかがでしょうか。 

 

【増本委員】 

採択課題というと、若干、課題の方に重きが行ってしまうので、課題採択と

逆にするだけでも良いですね。非常に重要なことなので考えていただければよ

ろしいかと思います。 
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【大山会長】 

ありがとうございます。 

 

【谷口委員】 

前回の調査会で、私も若干発言をさせていただきましたが、基本的に申し上

げましたことは、制度をよくするという意味での評価というのは非常に重要で

あるということは、もう言を待たないと思います。 

 問題は、どういう評価システムをつくっていくかということが非常に重要だ

ろうという、その意味で慎重にしていただきたいという発言もさせていただい

たと思うんですね。 

 前回いただきました資料には、評価の目的という大項目がございまして、こ

の評価の目的といいますのは、第２期の科学技術基本計画に則って、競争的資

金の倍増を目指すというのが、１つの大きな目的というふうに書かれておりま

した。 

 それから、それに対しては国民や財政当局に適切な説明を行わなくてはいけ

ない。その説明を行うことによって、平成１６年度の政府の予算編成に反映を

させていくというのが目的であるという、大変重要なポイントが幾つか書かれ

ていると思うんですね。 

 そういう意味では、やはり明確な目的で、科研費だけではありません。いわ

ゆる競争的資金の倍増というのは、我が国の科学技術立国としてのあり方を考

えたときに非常に重要でありますので、ぜひ議員の先生方にご活躍をいただき

まして、実現させていただきたいと切に思うわけでありますが、やはり国民や

財政当局に納得していただくというのは大変重要なことですが、先ほどから議

論に出ております基礎研究の重要性といったようなものは、やはり国民の方々

に我々が、研究者を含めまして理解を求めるという努力は怠ってはいけないと

思いますし、同時に、財政当局ですけれども、私はたまたま評価に関する討論

会のようなところで、財政当局の方々とお話をしたことがございますけれども、

あの方々は、私の理解では、非常にこの辺のところはよく理解しておられて、

説得力のあるきちんとした論理を、証拠をもってお願いすれば、というか説明

をすれば、必ず理解をしてくれるのではないかと私は、数時間の議論でしかあ

りませんでしたけれども、確信をいたしております。 

 そういう意味で、やはり正面を切ってきちんとした研究費の在り方というの
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を検討し、評価システムをいいシステムをつくって提案をしていくということ

が重要なのではなかろうかと思います。 

 そういう観点から、先ほどの増本委員のご発言にもございましたが、今回の、

幾つかいろいろポイントはございますが、まず１つは、選択をするということ

が、果たしてどの程度適切なのであろうかということが、若干私は、先生方の

ご意見をお伺いしたいというふうに思うわけです。 

 つまり、各省庁の中で、小さいものは評価をしない、特に大きいものだけを

評価をするということで、果たしてそれで全体の整合性がとれた説明を、財政

当局や国民に説明することができるのかどうかという問題はあるかと思うんで

すね。 

 そういう観点からいきますと、各省庁にはそれなりのポリシーがありまして、

私もいろいろな省庁の研究費の配分の委員の経験がございますけれども、随分

仕組みが違っております。それぞれやはりきっちりとした評価というのを、総

合科学技術会議の評価専門調査会が行うのであれば、全体的なことをやはりき

ちんと大枠を把握するということが、大変重要なのではなかろうかというふう

に思われます。 

 それから、文部科学省のような、競争的資金に対してはきっちりとした分科

会もあるような、分科会といいますか、科学技術・学術審議会ですね、前会長

もおられますけれども、そういうところ、仕組みがあるわけですから、それを

どう生かしていくかといったことを、やはり総論ではなくて各論的にしっかり

と明確にしていただきたいというふうに思いますけれども。 

 

【大山会長】 

今のご指摘は、本来の目的が非常に重要だと。それに向かって進んでいく実

行過程の中で、評価そのものを、先ほどご案内のとおりある大きなテーマのみ

を着目してこれを評価対象として進めていくのがいいかどうか。 

 あるいは、制度そのものの大小にかかわらず、それぞれが意味を持っている

ので、そういったものを包括的に評価して初めて方向性というのが打ち出せる

のではないかというご指摘だと思いますけれども、議員の先生方を含めて、た

だいまのご意見について、何かご意見がありましたらぜひお願いしたいと思い

ます。 

 



 8 

【鈴木委員】 

今、谷口先生のお話にもあったのですけれども、やはりこの評価というのは

非常に大事なことだと思うんですね。 

 そういう意味で、１つは、もし資料１－２のような形に概略のまとめができ

るとすると、対象があって方法があるのだけれども、目的というのはここでは

落ちているわけですね。 

 やはり、何のために評価をするかということをはっきりしないと、多分それ

を評価する側も、実際にどういう人が評価するかがわかりませんけれども、や

はり評価の目的というのがきちっと合意されていないと、そこで出てくる評価

結果というのはかなりばらついたものになる可能性もありますし、場合による

とバイアスがかかってくる可能性もあるのではないかという気がするので、こ

この評価の目的というのは、やはり十分議論をして、外に明示的に示さないと、

この会議がそれを担当するのだとすれば、そういう責任があるのではないかと

いう気がいたします。 

 それから、もう１つ、それにも関連するわけですけれども、今回いろいろま

とめていただいて、これまでの発言に対していろいろ考え方を整理していただ

いている中で、例えば制度によってどういう効果があったかというようなこと

も含めて、やはり評価ではとらえていくべきだというようなことで、特に資料

１-１の２ページのこの考え方の２番目の○が書いてありますが、そういうとこ

ろで掲げているわけですが、これは非常に適切なことだと思いますが、しかも

非常に重要なことだと思うのですが、こういうことと、一方、科学技術システ

ム改革専門調査会でもって、競争的資金制度に取り入れることが検討されてい

るのですけれども、そちらでの検討と、ここで制度の効果にまで踏み込んで評

価をしたいということと、どういうつながりを持ってくるのか、その辺は、例

えばこちらの評価の議論が、例えば制度を議論しているところに反映されるの

か、あるいは、制度として検討されている中で、その結果に基づいてこの調査

会が評価するのか。その辺の２つの、今は仕組みで研究制度について議論がさ

れているわけですけれども、その辺の整理がどうもちょっとわかりにくいよう

に私は思うのですけれども。 

 

【大山会長】 

ありがとうございました。よろしいですか。どうぞ。 
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【井村議員】 

今の鈴木委員のご質問ですけれども、ご承知のように、システム改革専門調

査会の中の競争的資金のプロジェクトで、現在、競争的資金の在り方全体につ

いて議論をしてもらっております。 

 こちらのスケジュールは、３月ぐらいまでに一応のまとめをしたいというこ

とです。もちろんここの議論は、できるだけそこへ反映したいと思っておりま

すが、こちらの方は、評価となると、まず各省で評価をしていただいて、その

上でここで評価をするということになりますので、もうちょっと時間がかかる

のではないかと考えております。 

 したがって、まず、先生方に一度、ある程度まとまった段階で改革のプロジ

ェクトの方向性を見ていただいて、その上でまた、我々としては、改革プロジ

ェクトの方を最終的な結論へ持っていきたいと思っております。こちらは、ど

ちらかと言えばそれぞれの研究資金のシステムの問題であります。例えば個人

研究とグループ研究のバランスがいいのかとか、どういうふうな事前評価がな

されているのか、あるいは事後評価がどうなっているのかとか、そういった主

に仕組みの問題、それから、そこから大学院学生やポスドクへお金が出せるか

どうか、いろいろな問題がありますので、そういった仕組みの問題を中心にし

てやりたいと思っています。 

 非常にたくさんの競争資金がありますので、全体像がまだ完全につかめてい

ない状況で、これは近く一度ヒアリングをして、そして、こちらの疑問点をい

ろいろ明らかにしていきたいと思います。 

 したがって、ある段階で、その結果をお見せするようにしたい。その上でご

意見を伺って、まとめに反映させたいと思います。 

 

【大山会長】 

ありがとうございました。 

 それから、鈴木委員から最初にご指摘のありました、制度評価を進める以上

は、目的表示をして進めるべきではないかと。これは当然だと思いますし、今

回の資料１-２に、ちょっと掲げているところではないかと思いますけれども。 

 

【鵜戸口参事官】 
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私どもの意識としましては、資料１－２の前文のところに、今回の評価を行

う目的を書いたつもりでございまして、先ほどからご指摘がありますように、

倍増していくということが非常に重要だというご指摘がございまして、究極の

目的といいますか、そういうところにあるということではございますけれども、

総合科学技術会議制度全体のバランスの中で、総合科学技術会議として出して

いくペーパーになりますので、そのような趣旨は、この前文の第１パラグラフ

ににじませているということでございまして、その倍増を目指して拡充が図ら

れる中で、効果的・効率的な実施が求められている。効果的・効率的な実施を

していくということにおきまして、やはり評価が重要だという趣旨を第１パラ

グラフでにじませているつもりでございます。 

 直接的な目的に対応しますのは、この第２パラグラフでございまして、総合

科学技術会議で個別の資金の成果等の検討を通じて、有効性や問題点を明らか

にすると、これが目的に相当する部分でございます。 

 その次の２行、国民に向けて適切な説明を行う、あるいは平成１６年度の予

算編成に反映させる、これは評価の結果の取り扱いに相当する部分がこの最後

の２行でございまして、そのような趣旨で、前文の中で目的を整理させていた

だいたというつもりでございました。 

 

【大山会長】 

ありがとうございました。どうぞ。 

 

【石田委員】 

今、ちょっとよくわからなくなってしまいましたのは、資料１－２で目的を

書かれているとおっしゃったのですが、倍増が目的ではなくて、倍増するため

に何を目的に、何で倍増しなければいけないというのを、私たちは、きちんと

書いた方がいいのではないかと言っているのです。 

 評価も何のためにするかというのをもう少し、例えばこの倍増のために評価

をして、国民に向けて適切な説明を行って、それを反映するというのも、これ

は機構みたいなのをおっしゃっていて、本当の目的とか、何のためにこの評価

をして国民に説明しなければいけないかというようなことが書かれていないの

ではないかと思うのです。本来は、それを簡単にうまく、まず前段に持ってき

て、そして、そのために倍増も必要だし、国民に説明も必要だと言うことが必
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要ではないかと思います。 

 もう１つ、さっき井村議員がおっしゃっていたのですが、この仕組みに関し

ては、ほかでいろいろ評価をしていらっしゃるとおっしゃったのですが、ここ

の評価方法で１と２というのがあります。まず採択課題、これは審査過程とか、

全体像とか、どんな制度でというのを評価すること、さらに、研究成果これは

多分、研究が採択される前にすることと、された後、次に続けるためにするこ

とが、１と２に分けて書かれているのだと思います。 

 と致しますと、私としてはここの評価専門調査会で、評価というものにはど

ういうものがあって、ここの評価専門調査会では何をするかという、この全体

の部分のどの部分をするかというのを、もう少しはっきり分類するか、分けて

明確にした方が対応しやすいのではないかと思うのです。 

 わかっていないのは、私だけかもしれないのですが、いろいろな議論をお聞

きしていて混乱して、それでは、ここでは何をするのかというのがわからなく

なってきています。 

 

【井村議員】 

ちょっといいですか、今の問題。 

 

【大山会長】 

どうぞ。 

 

【井村議員】 

システム改革専門調査会は、実は評価をするということは考えておりません。

それは、現在の競争資金の在り方の問題点を改革するということが狙いであり

ます。したがって、評価はこちらの方に委ねているわけです。 

 ただ、両方の間に若干のオーバーラップがありますね。だから、その辺はあ

る程度ここで整理したつもりですが、若干重なっているところがあるとするな

らば、事前評価の在り方としてどういう仕組みがいいのかとか、どういうふう

な視点で事前評価をしておられるのか、それが競争資金の目的と合っているか

どうか、その辺になると、オーバーラップがあるのではないかと思っています。 

 ただ、システム改革の方も非常にたくさんの課題があります。例えば昨日も

某国立大学の元教授の裁判の判決がありました。これは科研費も一部含まれて
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いますが厚生労働省の資金の不正使用で、詐欺罪に問われてしまったんですね。

それは、使用の仕方が悪かったわけですが、そこで配分の時期だとかそういう

ことも問題になっているわけです。こういうことも、非常に大きな問題です。 

 それから、できれば年度を超えて使えるようにしたい。そうしないと、いろ

いろな問題が生じる。この間から新聞にも出た問題も、多くはそういうことが

原因になっているわけですから、そういうこともやりたい。どちらかといえば、

さまざまな問題についてそれを整理して、できるだけ良い効果が生まれるよう

な競争資金制度にしていきたいということが目的でして、評価はしないわけで

す。 

 現在改革が進行中ですので、システムの評価まで今やるとすると、各省の資

金制度の担当者に非常に混乱が生じるのではないかと考えられますので、今回

は、主として全体像、特にアウトカムを中心に評価していただく。また、来年

以降に、競争資金の改革が進んでくれば、システムの細部について評価をして

いただくという機会も持った方がいいと思っておりますけれども、今はその時

期ではないのではないと、私どもは判断したわけです。 

 

【大山会長】 

ありがとうございました。どうぞ。 

 

【江崎委員】 

私、しばらく欠席しておりましたから、ちょっと問題を外れたようなことを

申すかもしれませんが、競争的資金倍増ということは大変結構なのですが、資

金が多くなりますと、競争的な雰囲気が衰えるということも考えておく必要が

あるのではないかと思います。 

 もちろん私、資金の倍増は大いに賛成なのですが、今、科研費をとりまして

も、大体採択率は２５％としますと、倍増しますと採択率は５０％で、これは

大変結構なのですが、競争は少なくなる。 

 私、長くアメリカに住んでおりまして、どうしてもアメリカと比べることに

なる。現在私、つくばで、つくばサイエンスアカデミーとか、つくば全体を眺

めるようなことも仕事の１つでやっておるわけですが、つくばのようなところ

と、これをアメリカとしますと、基本的には競争的な雰囲気が我が国は乏しい

ということは言えるのではないかと思います。 
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 それは、必ずしも悪いことではないかもしれないので、非常にコンペティテ

ィブな中で、非常にいい仕事をする人と、コンペティティブでないところでい

い仕事をする人、それぞれあるかと思いますが、一般的に申しますと、これは

私の個人的な意見で、やはり競争的な風土をもう少し増やした方が、多分もう

少し刺激を与えた方が、日本の研究成果が上がるのではないかと思っておりま

して、競争的な雰囲気を。 

 そこで、やはり評価ということに、つくばの例をとりましても、研究の性格

がそれぞれ大変違ったものがあると思うんですよね。ですから、先ほどの、ど

なたかがおっしゃった評価の目的というようなことも、研究の性格によりまし

てその目的が変わってくる。 

 例えばつくばでどんな研究の性格があるかと申しますと、例えば高エネルギ

ー物理学と、小柴先生のやられたような、これは全く基礎研究なのですが、小

柴さん自身も言っておられるように、１００年たってもこれは何の役にも立た

ないという、そういう性格のものですね。我々、新しい知識を得たいという、

そういうこと。 

 その次には、やはり新課題への挑戦、私は基礎研究には２つの基礎研究があ

って、今申したように非常に知識を得るということの目的、高エネルギー物理、

宇宙、天文等々そういうものと、それから、基礎研究なのだけれども、その応

用ということを視野に入れたような基礎研究があると思うんですね。 

 これは、役に立たない基礎研究はニールス・ボアタイプといって、役に立つ

基礎研究はパスツール型というのが一般で、これは基礎研究だと私は思うんで

すね。３番目は、新基盤技術開発を目指した研究ですね。これは、大山さんな

んかはご存じだと思いますが、通産省が例の半導体の集積回路などに力を入れ

て、それなりの効果があったけれども、これは非常に目的意識があって強い、

戦略研究だと思うんですね。我が国は、アメリカなんかに比べると、この新基

盤技術開発を目指すこの分野が比較的強いように私は思われるわけです。それ

は、個人の創造というよりも、グループみたいなものがあずかっている力で。 

 それから、第４番目には、これは多分余りここには関係しないと思うのです

が、新製品開発、これは企業で主にやっている、エジソン・タイプの研究とい

って。普通、どのくらいのスパンかといいますと、基礎研究というのは、大ま

かに２０年とかそのくらいで、新製品開発というのは、企業にもよりますが５

年以下ぐらいの研究ですよね。 
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 ですから、研究の性格によって我々は評価する。ここに先ほどのこのチャー

ト、参考資料をいただきましたが、これは金額の大きさだけを言っているので

す。ですから、もう少し、こういう性格だということを言った方が実体に即す

るのではないかと、私は思うのでございますが、そんなことで。 

 

【大山会長】 

ありがとうございました。どうぞ。 

 

【末松委員】 

ただいまの江崎先生のお話に関係するかもしれませんけれども、ここでは、

改革プロジェクトとの関係で評価ということが、並列して行われるということ

を井村先生に先ほどご説明いただいたわけでございますけれども、やはり今の

江崎先生のお話のように、資金の制度の目的が何かということが非常に評価に

直結していると思われます。 

 もう１つは、資金制度の目的というのが、こういう席上でもいつも、どうい

う性格かということが議論が出るように、必ずしも国民の一般の方には周知さ

れていないのではないかというふうに思いますので、この資料１－２のところ

に、国民に向けて適切な説明を行うというところに、資金が運用されている有

効性や問題点を説明するというふうに、この文章ではとれるわけですが、それ

以外にもっと、どうしてこういう巨額な資金が国の発展のために必要であるか

という資金制度が置かれている目的そのものも、きちっとこういう機会を通じ

て説明をしていくような努力が必要ではないかというふうに思われます。 

 それにしたがって評価をしていくということが、どうしても必要かと思いま

すので、目標を明確にして、それをはっきり周知するといいますか、一般的に

国民に共有なものにしていくという努力と同時に、それを実現するために適切

に行われているかというような評価であれば、あってほしいなという意味で発

言させていただきましたが、資料１－１につきましては、非常によく今までの

議論を反映していただきまして、私も大変ありがたいことだというふうに思っ

ておりますが、なお重ねて今のようなことを申し上げさせていただきたいと思

います。 

 

【大山会長】 
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どうぞ。 

 

【鳥井委員】 

今の議論を伺って、少しわからなくなってきたのですが、例えば何かが起こ

ったときに、その分野の研究者というのがいなかったり、非常に層が薄かった

りして困るというようなことはあり得るわけですね。 

 例えばどこかで地域紛争が起こったときに、その分野の研究者がほとんど日

本にいなかったということで、日本はどうやって戦略を立てていいかわからな

くなってしまうというようなことはあり得るわけで、多分、サイエンスの面で

もそういうことがあるかもしれないという気がするんですね。こういう話とい

うのは、そういう研究をきちんと担保しておくというのは、競争的資金でやる

のか、基盤的資金でやるべきなのかという議論があるだろうという感じがする

んですね。 

 それから、例えば理科系でも多分本当はそうなのだろうと思うのですけれど

も、人文系ですと、お年をとって組織に属さなくても研究ができるということ

があるわけですね。それで、今の競争的資金というのは全部どこかの組織に属

しているということが前提になっているわけですね。 

 ただ、組織に属さない人でも何かアプライできるというような、そういうメ

カニズムは必要なのか必要ではないのか。それから、一部はあることはあるの

ですけれども、理科の先生方がアプライできるプログラムというのはこれで十

分なのか十分ではないのかとか、それから、例えば多様な研究というのを支援

するための競争的資金のあるべき採択率と、非常に政策型でシャープにやらな

くてはいけない研究の採択率というのはおのずと違う値であるべきですし、そ

の辺の話というのは今回の評価の中には入ってこないのでしょうか。全体像の

あれは別にやるという話は、そっちでやるということになるのでしょうか。 

 多分、日本としてどうなのだという議論をすると、今申し上げたような評価

というのは、実はとても大事な気がしてしょうがないのですが、その辺はどう

考えればよろしいのでしょう。 

 

【井村議員】 

新しい分野の開拓ということは、日本にとって非常に大きな課題だと思って

います。それは、日本の大学、特に国立大学が基本的に極めて硬直化した状況
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にありますから、なかなか新しい研究分野に人材が育っていないということは、

しばしば指摘されるわけですね。 

 これは、競争資金を使うのも１つの方法ですが、それだけでは私、十分でき

ないだろうというふうに思います。募集しても人が出てこないという分野があ

るんですよ。だから、やはりこれは総合科学技術会議全体の問題、あるいは文

部科学省ですと、科学技術・学術審議会、あるいは中央教育審議会全体の問題

として、やはり取り上げていかないといけないのではないだろうかというふう

な気がします。 

 実はきのうも、日本とイギリスの合同のワークショップがありまして、そこ

でイギリスの学者と会ったのですが、イギリスでは、大学の経費を配分すると

きに、政府が必要と考えられる新分野はたくさんのお金を出すそうです。だか

ら、そういうことをやって誘導をしているということを言っていましたけれど

も、やはりそういうことは全体として考えていかないといけない。ただ、競争

資金を使うのも１つの方法であるのは間違いがないと思います。 

 

【鳥井委員】 

そうしますと、例えば競争的資金を評価する中で、そういうテーマをやるに

当たってどうかという問題点を、だれかが指摘しないと、だれも本気で考えな

いわけですね。総合科学技術会議の評価専門調査会というのは、そういう問題

を指摘するべき機関ではないかという感じがするのでありますが。 

 

【井村議員】 

それは、指摘していただくのはいいのではないかという気がいたします。そ

ういう問題点があればですね。 

 例えば科研費ですと、現在は基本的には、応募件数に応じて配分をするとい

う形になっているんです。しかし、それがいいかどうかということは、競争的

資金の改革プロジェクトでも、やはり問題として指摘されているわけです。 

 そういうときに、ではだれが判断をしていくのかというのは、非常に大きな

問題になると思います。今は科研費を１つの例に挙げましたが、ほかの研究資

金でもそういうことが多分あるだろうと思うのです。だから、それが問題点と

して考えられるようだったら、この評価専門調査会で是非指摘していただいて、

それを改革する方向に持っていくべきだろうと思っております。 
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 まだ、ここで余り詳しく申し上げておりませんが、それぞれの研究資金にプ

ログラムディレクターを置いてほしいということを、改革プロジェクトでは要

望しておりますが、そういう人の役割として、全体を見るということがあるの

ではないだろうかという気がいたします。 

 

【大山会長】 

ありがとうございます。どうぞ。 

 

【加藤委員】 

今日の事務局から出てまいりましたこの評価の案について申し上げたいと思

いますが、やはり私は、国の貴重な税金を使って研究を進める以上は、やはり

ここの会できちっとした評価、全部ができるかどうかはわかりませんが、やは

りそれなりの評価はすべきではないかなと思います。 

 ただ、競争的資金という本来の目的の原点の、本当に意義をよく考えて、そ

の評価がおのずと今までやってきた具体的なテーマとは少し違うと思うんです

ね。江崎先生がおっしゃいましたように、やはり非常に先端のところというの

は、それぞれの成果というのはまた全然評価が違うと思う。それぞれの、やは

り研究段階においてのコミットメントが違うと思うんですね。 

 ですから、何となく目に見える成果という、説明できる成果というのがすぐ

にできなくても、やはりそれなりのそういうそれぞれの目標というのを持って

進んでいるかということがわかれば、それはそれなりの評価ができると思いま

すので、私はここにあります採択課題につきましても、課題の方はいいのでは

ないかとおっしゃった先生もありますけれども、やはりだんだん具体的になっ

てまいりますとなかなか、１回やった制度というのがずっと継続しそうな感じ

で、去年やったからまた今年もだというようなことがありますので、やはり先

ほどＡ３で示された表にあるこの項目を改廃するときが必要ではないかとか、

それから、個別課題についても、やはり代表的なものは、ある程度具体的な評

価をする必要があるのではないかというふうに思います。 

 総合しまして、一番最初に申し上げたとおりですけれども、是非ともいろい

ろな尺度で、難しいのですけれどもね、私ども企業でも、やはり評価をきちっ

とやらなければいけないので、研究、本当のリサーチに近いそれをやっている

人と、製品開発をやっている人と、全然コミットメントが違うんですよね。だ
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から、そういう尺度で評価をしていけばある程度わかるのではないかなと思う

ので、ぜひとも評価はやっていくべきではないかという意見でございます。 

 

【大山会長】 

貴重なご意見をありがとうございます。どうぞ。 

 

【大島委員】 

資料１－１の、府省における評価との関係というところなのですけれども、

参考資料１というのを伺って、例えば文部省では科研費と戦略的、要するに基

盤的なものと先進的なものと、こういうふうに分けてあるのですけれども、各

省庁それぞれ、実は非常に基盤的なものも全部包括して一括して出してきてい

るということが、私この間、イネゲノムを評価してみてわかったんですね。 

 裏に隠れている基盤的なものとか、そういうものが全部、省庁は省庁でそれ

ぞれやってきて、またオーバーラップしているというのが非常に大きな問題だ

ろうというふうに思っているのですけれども、これをやはり、各省庁に出てく

るものを、例えば江崎先生がおっしゃったように、非常に基盤的で役に立たな

いボア型か、パスツール型か、あるいは技術開発型か製品型かと、こういうよ

うにそれぞれ区分けしてくださると、出てくるときにわかりやすいと思うので

すね。それの総合として、各省庁が出して。 

 よく調べてみると、中が全然、それぞれが全部包括された形でがばっと出て

くるというのは、非常にわかりにくいと思うのですけれども、そんな形で各省

庁の出てくるのを区分けしていただけると、評価する方もわかりやすいかなと

いうのが私の印象なのですけれども。 

 

【大山会長】 

どうぞ。 

 

【谷口委員】 

先ほど鳥井委員がおっしゃったこととも関係をするのですが、先生がおっし

ゃったことは、やはり大変重要なポイントだと思うんですね。 

 これは、やはり基本的には、研究者のコミュニティーがしっかりしていると

いうことが非常に重要なのではないかと思います。そこで問題をしっかりとと
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らえ、議論をして、しかるべきところに吸い上げていく、あるいは提案してい

くというようなそのメカニズムがないとやはりいけないのではないか。もちろ

ん政策上の問題というのも非常に重要でありますので、行政側と、それから学

者の方、研究者のコミュニティーの側がいかに連携をして、よりプロダクティ

ブな意見を出して提案を出していくかという、そういうメカニズムをやはりつ

くらないといけないのではないかと思うんですね。 

 そういう意味では、総合科学技術会議のこの調査会もそうですけれども、非

常にこの存在は重要でありまして、どちらの方に向いているのか。もちろん両

方に向いていらっしゃらなければいけないのでしょうけれども、その立場とい

うのは非常に問われているというか、重要なポイントではなかろうかと思いま

す。 

 それが１つと、それから、井村議員がおっしゃったように、イギリスをご紹

介されましたけれども、ご存じのようにサッチャー政権のときに、非常に経済

的に研究費が大幅にカットされて、大変シビアーな状態が続いて、それに対し

て研究者の側の大変不満というのですか、アメリカに、亡命ではありませんけ

れども、行ってしまったとかそういう話も聞きましたが、それでもやはり、ご

存じのように基礎研究というのは非常に脈々と英国では生きているわけですね。

その背景にあるのは、私が聞いたイギリスの研究者の話によりますと、やはり

それは研究者のコミュニティーが非常にしっかりとした評価をやったからだと

いうのが基本にあるというのは、一致した意見なんですね。 

 ですから、そういうことを考えますと、やはり研究者のコミュニティー側の、

もちろん在り方というのを、私どもも含めて検討していかなければいけないと

思いますし、そこと行政側とがいかに連携をしていくかということは非常に重

要だと思います。 

 それから、長くなって恐縮ですが、先ほど石田委員がおっしゃったことは、

私が最初に申し上げたこととちょっと関係があるのですが、この全体の資料の

１－１、きょういただきました資料は、全体をまとめられた大変立派なものだ

と思いますが、やはり基本的な視点、どうすれば研究費、競争的資源を倍増す

ることができるか、あるいはそれがいかに重要であるかという、その基本的な

哲学というのですか、それから仕組みというのですか、やはりそこを重点的に

考えていただきたいと思うんですね。 

 そうしますと、ここの資料１－２に書かれておりますように、適切な配分が
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されているかとか、十分な成果が得られているかといったような問題は、得ら

れてなかった場合はカットされるという見方もできるわけですね。 

 もちろん、不必要なところはそれなりに訂正をしたりということは大切です

が、もっと重要な発想は、この部分が不十分であるということをいかに発掘し

ていくかということが重要だと思うんですよ。 

 科研費の採択率も、それぞれによって違うと思うのですが、私はたまたま生

物系小委員会というところで、ライフサイエンス関係の審査をさせていただき

ましたが、典型的な特定領域研究というボトムアップ型の研究で、応募件数が

７０件で、採択件数は４件でございます。これは、レベルが低いから４件しか

とらなかったのでなく、レベルが高くてもとるにとれない。それだけ日本の基

礎研究というのは、非常に充実してきているというように、私は思うんですね。

ところが、予算がとにかく配分が少ないものだから、それ以上採択ができない

ということで、相対的な選択をせざるを得ないんですよ。そういう側面も実際

にあるわけですね。 

 そういうところはもっと掘り起こして、だからこそ競争的資金は基本的に増

やしていただきたいのだということは、非常に国民や財務当局に対しても説得

力があるのではないかというふうに私は思いますので、そういう視点をぜひ忘

れないでいただきたいと思います。 

 

【鵜戸口参事官】 

よろしいですか。 

 

【大山会長】 

どうぞ。 

 

【鵜戸口参事官】 

今、谷口先生からご指摘のあった点につきましては、資料１－２のところに

非常に簡単に書いてしまっているのですけれども、先ほど２の①で、採択課題・

資金配分の状況というところがありまして、まさにここのところで、実際に採

択されたものだけを見るということではなくて、ただいまご指摘がありました

ように、実際に応募されたものがこれだけあって、その中から実際に採択し得

たものがこれだけあってというような、そういう関係において説明をしていた
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だくとか、あるいは先ほど鳥井先生からございましたように、日本の全体像と

いうわけにはいかないかもしれませんけれども、個々の競争的資金を見たとき

に、その競争的資金の目的に照らして、こういう部分の採択が不十分だとか、

そういうこともこの２の①の採択課題・資金配分の状況というものを検討して

いく中で、ご説明なり、不十分な部分というのが指摘していただけるのではな

いかというふうに考えております。ちょっとそういう含みでもって、この２の

①というのは書いているということでございます。 

 

【大山会長】 

いろいろご意見を賜りましたけれども、いずれにしてもこの資金制度の評価

そのものは、これから問題にぶつかりながら進化させていくべきだろうと。 

 谷口委員からご指摘のありましたとおり、私ども、それから研究当事者、こ

れがよくコミュニケーションを図って、私ども委員の力を介して、この競争的

資金というのを拡張し、科学技術の振興に帰すべく全体を引っ張っていくとい

う流れをつくるというのが、非常に大事ではないかと。 

 いずれにしても、制度評価そのものは、これからいろいろな問題を抱えなが

ら進化をしていく訳で。具体的なアプローチに入りたいというふうに、今日は

ご提案を申し上げた訳であります。 

 制度評価そのものについても、システム改革の方でも同時進行的にいろいろ

な課題発掘を煮詰めていまして、それと同時に、この評価そのものも進化させ

ていきたいと考えています。 

 今、各委員の方からご指摘がありました目的表示の問題、あるいは、やって

いることの国民への説明をもっとわかりやすく、これはもう極めて大事だと思

いますし、そういった努力を、総合科学会議としては今後とも意を尽くしてま

いりたい。 

 それから、種々議論がありましたが、きょうは競争的研究資金制度の評価に

ついていろいろお諮り申し上げているわけでありますけれども、全体像に対す

る建設的なご意見等々もございました。そういった点は、ほかの場で是非生か

してまいりたいと思います。 

 そういう意味で、幾つかの未完の部分はございますけれども、今日の資料１-

２で提案を申し上げましたような趣旨で、とりあえず、制度の評価に踏み切ら

せていただきたいというふうにご提案を申し上げたいと思います。 
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【谷口委員】 

確認をさせていただきたいのですが、全般に対して評価の議論をして、それ

に対していろいろなご意見があったと思うんですね。総論的に評価をするとい

うことで話は進んでいると思いますし、それはそれでそのとおりだと思うので

すけれども、具体的にどうするか。つまり各論的なところが一番ポイントにな

るのだと思うんですね。 

 やはりそれをどうするかということを、先ほど私、メカニズムということを

申しておりますが、やはりそこをしっかりさせないと、学術と行政の間のきっ

ちりした連携というようなことを先ほどちょっと僭越ながら申し上げましたが、

そこを保証するメカニズムがないと、なかなかきっちりした連携というのはで

きないと思うですね。そのメカニズムに対して今回議論をしないのであれば、

次回議論をしていただくということがあるのかどうか。 

 それから、前回、前々回に議論が出たと思うのですが、この評価に関しては、

評価専門調査会が小委員会を設けるというようなご提案があったと思うですよ。

その小委員会のメンバーとしては、例えば科研費の場合は科研費の関係者はメ

ンバーにはならないとか、そういう事務局のご提案があったと思うんですね。 

 お気持ちはわからないのでもないのですが、しかし科研費にかかわり合いの

ない人が科研費の在り方を評価するというのは、大変これもおかしな話であり

まして、やはりそういう点も、各論的なことも含めまして、やはりメカニズム

についてきちっとした議論、あるいはその機会をつくっていただきたいという

ふうに、私はご提案申し上げたいと思いますけれども。 

 

【鵜戸口参事官】 

ちょっと説明の補足になりますけれども、前々回は、実は各府省自らが評価

を行ったものをお聞きするという今回のメカニズムではなくて、この専門調査

会のもとにつくった評価小委員会のようなものが、直接的に各省からヒアリン

グをして、直接に評価をするということを想定しておりましたので、そういう

特別の組織を考えていたわけでございますけれども、今回の議論では各省でま

ず評価を行ってそれをお聞きするというメカニズムに変えましたので、そうい

う意味では、二重の評価委員会をつくる必要はなくて、この評価専門調査会そ

のものの場でお聞きすればいいのではないかと。 
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 当然この評価専門調査会には科研費等、それぞれのシステムに詳しい方々が

入っていらっしゃいますので、そういう意味で、この場でお聞きするというこ

とで十分ではないかというのが、現在の考え方でございます。 

 

【鈴木委員】 

もしそうだとすると、やはりこの評価の目的というのは、ここで改めて各省

庁でやられた評価についてもう一度評価するということの意味はどういう目的

でやるのかということを、やはりきちっと示していただくことが必要だと思い

ますし、それから、ここの評価専門調査会としてはこういう例えば視点、ある

いはこういうメジャーでもってその結果について評価するんですよということ

を、やはりわかりやすい形で示さないと、多分、おまとめになるところは非常

にお困りになるのではないかと思うんですね。その辺を、谷口委員も言われた

各論のところをやはりきちっと詰めていただくことが、非常に大事ではないか

と思います。 

 

【和田審議官】 

確かにそのとおりだと思いますので、この資料１－１の特に２ページ目のと

ころに、ちょっと難しくこれは書いてあるのですが、こういったことをもう少

しはっきりさせるということをもう少し、もう一度、２月１４日に今のところ

次の会を予定しておりますので、そこでお諮りするということでよろしゅうご

ざいますでしょうか。 

 

【井村議員】 

ちょっといいですか。 

 

【大山会長】 

どうぞ。 

 

【井村議員】 

もう１つ、ちょっときょう議論が出て結論になっていないのは、代表的なも

のを選んでやるのか、全体を見るのかということですね。これは、各省のキャ

パシティーの問題もありますので、少し預かっておいて、検討をさせていただ
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くということでいかがでしょうか。 

 全部見れたら一番いいと、私も思います。小さくても、きらりと光るものも

あるかもしれないし、いろいろあるだろうと思うのですが、ただ、手間が相当

かかりますので、少し事務的に検討してもらうということで、よろしいですか。 

 

【大山会長】 

ありがとうございました。どうぞ。 

 

【鵜戸口参事官】 

各論ということで、どういうイメージでやっていくかということを議論する

というのは、準備させていただきたいと思いますけれども、この資料１－２に

ありますような内容につきまして、実施をするということについて、このペー

パーに書いている、多少、採決課題とかこのあたりは再考しなければいけない

と思いますけれども、こういう趣旨で実施をするということの基本線に関して

は、これは本会議にお諮りするということがご了解いただけるかどうかという、

そのあたりはいかがでしょうか。 

 

【大山会長】 

そうですね。いずれにしても、今、谷口委員、鈴木委員等々からご指摘をい

ただきました具体的なアプローチの仕方は次回検討することにいたしまして、

大綱的に、この資料１－２でご提示申し上げました方向で今後行動に移してい

くということを本会議に諮って、そこでご理解を得るということをご承認たま

われますでしょうか。 

 次回２月１４日に、今、谷口委員、鈴木委員からご指摘があった具体的なア

プローチについて、その場でまた再度いろいろご意見を賜りたいと思います。 

 

【江崎委員】 

先ほど井村議員、あるいは鳥井委員の話もあったかと思いますけれども、要

するに、競争的な科学技術というものは、科学の発展というのは、現在の延長

線上に将来はないわけです。 

 つまり、新しい分野というものがどんどんできている、そういう新しい分野、

つまり今までの評価というのは、普通、現在の立場に立ってそれがどういうふ
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うに改良したかというようなことが評価の対象になるのですが、ここで我々は、

特にどういう新しい分野が生まれたかということを、大局的な見地から評価す

るということも、これは重要ではないかと私は思うのですけれども。 

 要するに、今の計画をつくってそれで成果が上がったという、そういう何か

それぞれの分野の発展というものももちろん重要なのですが、新しい分野が開

拓された、新分野が開拓されたということは、これは非常に科学技術の分野の

発展で重要なんですね。そういう分野にノーベル賞などが与えられるわけなの

で、もしここで、総合科学技術会議がするのだったら、特にそういう新しい分

野の発展ということに評価の目を向ける必要が私はあるのではないかと。 

 そういうことは、ほかの省庁それぞれでは余りできないことのように思うの

です。つまり、これは２０世紀の科学の発展を見ますともう明らかなので、新

しい分野がどういうふうに開拓されたか。１つの典型的なものは、ゲノムの問

題だと思いますが、それだけではなしに、現代のバイオテクノロジーというよ

うなものは、非常に新しい分野であるわけですし、ナノテクノロジーなんかあ

たりも、そのナノの中でどういう新しいものが生まれたかというようなことを

評価の対象にする必要があるように、私は思いますが、そういう点も考慮して

いただけたらと思います。 

 

【大山会長】 

ありがとうございます。 

 今のご指摘の点、極めて大事だと思いますし、いずれにしても、本日１－１

の資料で、評価視点としては、一義的に省庁、あるいは各研究機関という形で

定義づけてございますけれども、それ以上に、今、江崎委員のご指摘がありま

した総合科学技術会議としての、国全体を俯瞰した立場での将来技術、こうい

った視点での評価、コメントといったものが重要な意味を持つのではないかと

思います。ありがとうございました。 

 それでは、繰り返しになりますけれども、資料１－２に則った行動を今後、

具体化を進めていくことを総合科学技術会議にお諮りする。その前提として、

次回２月１４日に、その細部、メカニズムを含めて提案を申し上げ、先生方の

各意見を再度お伺いするという形でよろしいでしょうか。 

               （異議なし） 
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【大山会長】 

ありがとうございます。では、そういう形で次回以降を進めさせていただき

たいと思います。 

 

議題２：総合科学技術会議が必要と認め指定して行う評価について 

  資料２－１「大型放射光施設（Spring-8）」の評価指定の適否について（案）、 

資料２－２「国際宇宙ステーション計画」のい評価指定の適否について（案）

を事務局から説明後、議論が行われた。 

 

【大山会長】 

 第２議題は、総合科学技術会議が必要と認め指定して行う評価についてです

が、前回、第１８回の会議で、２つの研究開発について評価を実施するか否か

に議論を行ってまいりました。 

 まず、「大型放射光施設（SPring-8）」でありますけれども、これは、総合科

学技術会議として特に指定して評価する必要はないこと、また、２つ目の「国

際宇宙ステーション計画」、これは宇宙開発委員会におきまして、計画全体の見

直しを本年の３月末までに行う予定です。こういうことになっておりますので、

それを待って再度検討するということをご了解いただいてございます。 

 本日は、本２件の取扱いにつきまして、文書にしておりますので、ご意見等

ございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

               （異議なし） 

 

【大山会長】 

ありがとうございました。 

 それでは、評価専門調査会といたしましては、両研究開発を、今ご提示申し

上げましたような考え方で取り扱うことにさせていただきたいと思います。あ

りがとうございました。 

 それでは、最後の議題３でございますけれども、評価専門調査会第１８回の

議事録について、確認したいと思います。前回の議事録案、これにつきまして

は、資料３のとおりでございますけれども、各委員のご発言の部分については、

書面で事前にご確認をいただいております。ご承認いただきたいと思います。
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何かございましたら、事務局の方までご連絡いただければ修正可能だと思いま

すので、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 なお、本日の資料は公表することになっていますので、お含みおきをいただ

きたいと思います。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。そろそろ閉会にしたいと存じます。 

 次回の日程を、事務局から報告をさせていただきます。 

 

【鵜戸口参事官】 

次回の日程につきましては、事前に調整をさせていただいておりまして、先

ほども出ておりましたが、２月１４日の金曜日、午後４時から６時ということ

で、本庁舎の第４特別会議室で開催するというようにしております。よろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

 

【大山会長】 

それでは、本日はありがとうございました。 

 


